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（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人函館緑風会（以下「法人」という。）の定款第８条

及び第２１条の規定に基づく評議員、役員及び評議員選任・解任委員の報酬並び

に費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。        

（１） 役員とは、定款第１５条に基づき置かれる理事及び監事をいう。 

（２） 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる常勤での勤務場所とする者 

をいう。 

（３） 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。 

（４） 評議員とは、定款第５条に基づき置かれる者をいう。   

（５） 評議員選任・解任委員とは、定款第６条に基づき置かれる者をいう。 

（６） 報酬等とは、社会福祉法第４５条の３５第１項で定める報酬、その他の職 

務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わな 

い。 

（７） 費用とは、職務執行に伴い発生する日当、交通費（理事会等の出席を含む。）

及び旅費等の経費をいう。 

報酬とは、明確に区別されるものとする。 

 

（報酬等の支給） 

第３条 職員兼務の理事が、常勤の理事長及び業務執行理事に就任した場合は、その

職務執行の対価として、就任する前月の俸給月額に下記の金額を加算した額を別

表１（１）「常勤役員俸給表」の直近上位の号俸額を俸給月額として支給する。 

① 理事長     １００，０００ 円 

② 業務執行理事   ５０，０００ 円  

 ２ 非常勤の理事が常勤の理事長及び業務執行理事に就任した場合は、前歴等を考

慮して、その職務執行の対価として、別表１（１）「常勤役員俸給表」により俸給

月額として支給する。 

 ３ 常勤理事及び非常勤理事が、非常勤の理事長並びに業務執行理事に就任した場

合は、前歴及び定期的に法人で行う業務等の勤務状況を考慮して、その職務執行

の対価として、別表１（２）「非常勤役員俸給表」により俸給月額として支給する。 

 ４ 俸給月額が発生する常勤理事及び非常勤理事の昇給に関する規定は、法人給与

規則を準用する。                 

 ５ 評議員、監事及び評議員選任・解任委員には報酬は支給しないものとする。 

 

（諸手当） 

第４条 常勤役員のうち、理事長及び業務執行理事の諸手当は、法人給与規則に基づ

き支給する。 

２ なお、常勤役員の理事には手当として別表３（１）の金額を支給する。 

 

（報酬等の額の決定） 

第５条 この法人の全理事の報酬総額は、年間１６，０００千円以内とする。 

 ２ この法人の全監事の報酬総額は、年間１００千円以内とする。 

 ３ この法人の常勤役員の俸給月額は、別表１（１）「常勤役員俸給表」に定めると

おりとする。  
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４ 別表１「役員の俸給表」は令和５年度以降については、奇数年にベースアップ 

等を参考にして見直しを行うものとする。  
 

（費用弁償） 

第６条 この法人は、役員、評議員及び評議員選任・解任委員が理事会並びに評議 

員会等に出席し、その職務の執行に当たって発生した費用については、別表２ 

「役員、評議員及び評議員選任・解任委員の費用」に定めた金額を支払う。  

 ２ 理事長の指示により、法人の業務遂行のために、出張する役員及び評議員には、

当法人の「旅費規則」に準じて旅費を支給する。 

     又、旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。 

なお、これを請求のあった日から遅滞なく支払うのもとし、又、前払いを要 

するものについては、前もって支払うことができるものとする。 

 

（報酬等の支給日） 

第７条 常勤理事及び非常勤理事の報酬等は、毎月２５日に支払うものとする。 

なお、支給日が休日若しくは金融機関の休業日にあたる場合は、前日に繰 

り上げて支払う。 

 ２ 役員及び評議員の費用並びに旅費は、必要の都度、支払うものとする。 

 

（報酬等の支給方法） 

第８条 報酬は、通貨で直接本人にその金額を支払うものとする。ただし、本人の申

し出により、本人が指定する金融機関の本人名義の預金口座に振り込むものとす

る。 

 ２ 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額が本人の申し出のあった

立替金等を控除して支給する。 

 

（非常勤役員及び評議員の功労金品） 

第９条 １０年以上に亘り、当法人の運営と発展に貢献した非常勤役員及び評議員が

退任並びに辞任した時に下記の算出方法により功労金品を贈るものとする。 

・ 算出方法 ： １０，０００円 × 在任年数 

（在任年数の計算にあたっては、６カ月以上は１年とし、６カ月未満は切

り捨てとする。） 

 

（公表） 

第１０条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条に定める報酬等の支

給基準として公表する。 

 

（改廃） 

第１１条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。 

 

（補足） 

第１２条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が専決し、これを評議員会に

報告するものとする。 
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附 則 

1.  平成２９年４月１日から施行する規程は、破棄する。 

2.  この規程は、令和３年７月１日から施行する。 

3.  令和５年４月１日 一部改正 
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別表 １  〔役員の俸給表〕 

（１） 常勤役員俸給表                 令和５年４月１日 

号俸  俸給月額 （円） 号俸  俸給月額 （円） 号俸  俸給月額 （円） 

１ ２１０，０００ １３ ３９０，０００ ２５ ５７０，０００ 

２ ２２５，０００ １４ ４０５，０００ ２６ ５８５，０００ 

３ ２４０，０００ １５ ４２０，０００ ２７ ６００，０００ 

４ ２５５，０００ １６ ４３５，０００ ２８ ６１５，０００ 

５ ２７０，０００ １７ ４５０，０００ ２９ ６３０，０００ 

６ ２８５，０００ １８ ４６５，０００ ３０ ６４５，０００ 

７ ３００，０００ １９ ４８０，０００ ３１ ６６０，０００ 

８ ３１５，０００ ２０ ４９５、０００ ３２ ６７５，０００ 

９ ３３０，０００ ２１ ５１０，０００ ３３ ６９０，０００ 

１０ ３４５，０００ ２２ ５２５，０００ ３４ ７０５，０００ 

１１ ３６０，０００ ２３ ５４０，０００ ３５ ７２０，０００ 

１２ ３７５，０００ ２４ ５５５，０００ ３６ ７３５，０００ 

 

（２） 非常勤役員俸給表                             令和３年７月１日      

号俸  俸給月額 （円） 号俸  俸給月額 （円） 号俸  俸給月額 （円） 

１ ３０，０００ １０   ７５，０００ １９ １２０，０００ 

２ ３５，０００ １１   ８０，０００ ２０ １２５，０００ 

３ ４０，０００ １２   ８５，０００ ２１ １３０，０００ 

４ ４５，０００ １３   ９０，０００ ２２ １３５，０００ 

５ ５０，０００ １４  ９５，０００ ２３ １４０，０００ 

６ ５５，０００ １５ １００，０００ ２４ １４５，０００ 

７   ６０，０００ １６ １０５，０００ ２５ １５０，０００ 

８   ６５，０００ １７ １１０，０００ ２６ １５５，０００ 

９   ７０，０００ １８ １１５，０００ ２７ １６０，０００ 

 

別表 ２  〔役員、評議員及び評議員選任・解任委員の費用〕 

（１） 理事会等の出席及び監事が監査業務を行った場合（日当は、当法人「旅 

費規則」に準じた額とする。）に支給する。 

但し、職員を兼務する理事には支給しない。 

①  日 当   １人一律  ７，０００円を支給する。 

②  交通費   １人一律  ２，０００円を支給する。 

（２） 旅 費 

当法人の「旅費規則」に準じて支給する。 

 

別表 ３ 〔職員を兼務する理事の手当〕 

（１） 理 事      月額    ２０，０００ 円 
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